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(57)【要約】
【課題】偏光子の片面にのみ保護フィルムを有する片保
護偏光フィルムであって、前記偏光子が所定の光学特性
を有し、かつ厚みが１０μｍ以下であっても、貫通クラ
ックおよびナノスリットによる欠陥を抑制することがで
きる片保護偏光フィルムを提供すること。
【解決手段】偏光子の片面にのみ保護フィルムを有する
片保護偏光フィルムであって、
　前記偏光子は、ポリビニルアルコール系樹脂を含有し
、厚みが１０μｍ以下であり、かつ、単体透過率Ｔ及び
偏光度Ｐによって表される光学特性が、下記式
　Ｐ＞－（１００．９２９Ｔ－４２．４－１）×１００
（ただし、Ｔ＜４２．３）、又は、
　Ｐ≧９９．９（ただし、Ｔ≧４２．３）の条件を満足
するように構成されたものであり、
　前記偏光子の他の片面に、透明層を有し、かつ、前記
保護フィルムを有する側の表面の動摩擦係数が０．２以
下であること特徴とする片保護偏光フィルム。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　偏光子の片面にのみ保護フィルムを有する片保護偏光フィルムであって、
　前記偏光子は、ポリビニルアルコール系樹脂を含有し、厚みが１０μｍ以下であり、か
つ、単体透過率Ｔ及び偏光度Ｐによって表される光学特性が、下記式
　Ｐ＞－（１００．９２９Ｔ－４２．４－１）×１００（ただし、Ｔ＜４２．３）、又は
、
　Ｐ≧９９．９（ただし、Ｔ≧４２．３）の条件を満足するように構成されたものであり
、
　前記偏光子の他の片面に、透明層を有し、
　かつ、前記保護フィルムを有する側の表面の動摩擦係数が０．２以下であることを特徴
とする片保護偏光フィルム。
【請求項２】
　前記透明層が、樹脂材料の形成物であることを特徴とする請求項１記載の片保護偏光フ
ィルム。
【請求項３】
　前記透明層は、ポリビニルアルコール系樹脂を含有する形成材または水系エマルション
を含有する形成材の形成物であることを特徴とする請求項２記載の片保護偏光フィルム。
【請求項４】
　前記透明層は、厚みが０．２μｍ以上３μｍ以下であることを特徴とする請求項１～３
のいずれかに記載の片保護偏光フィルム。
【請求項５】
　前記保護フィルムの表面に表面処理層を有することを特徴とする請求項１～４のいずれ
かに記載の片保護偏光フィルム。
【請求項６】
　前記偏光子は、偏光子全量に対してホウ酸を２０重量％以下で含有することを特徴とす
る請求項１～５のいずれかに記載の片保護偏光フィルム。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の片保護偏光フィルム、および粘着剤層を有することを
特徴とする粘着剤層付偏光フィルム。
【請求項８】
　前記片保護偏光フィルムの透明層に、前記粘着剤層が設けられていることを特徴とする
請求項７記載の粘着剤層付偏光フィルム。
【請求項９】
　前記片保護偏光フィルムの保護フィルムに、前記粘着剤層が設けられていることを特徴
とする請求項８記載の粘着剤層付偏光フィルム。
【請求項１０】
　前記粘着剤層にセパレータが設けられていることを特徴とする請求項７～９のいずれか
に記載の粘着剤層付偏光フィルム。
【請求項１１】
　巻回体であることを特徴とする請求項１０記載の粘着剤層付偏光フィルム。
【請求項１２】
　請求項１～６のいずれかに記載の片保護偏光フィルム、または請求項７～９のいずれか
に記載の粘着剤層付偏光フィルムを有する画像表示装置。
【請求項１３】
　請求項１１記載の前記粘着剤層付偏光フィルムの巻回体から繰り出され、前記セパレー
タにより搬送された前記粘着剤層付偏光フィルムを、前記粘着剤層を介して画像表示パネ
ルの表面に連続的に貼り合せる工程を含む画像表示装置の連続製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、偏光子の片面にのみ保護フィルムが設けられた片保護偏光フィルムおよび当
該片保護偏光フィルムと粘着剤層を有する粘着剤層付偏光フィルムに関する。前記片保護
偏光フィルムおよび粘着剤層付偏光フィルムはこれ単独で、またはこれを積層した光学フ
ィルムとして液晶表示装置（ＬＣＤ）、有機ＥＬ表示装置などの画像表示装置を形成しう
る。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置には、その画像形成方式から液晶パネル表面を形成するガラス基板の両側
に偏光フィルムを配置することが必要不可欠である。偏光フィルムは、一般的には、ポリ
ビニルアルコール系フィルムとヨウ素等の二色性材料からなる偏光子の片面または両面に
、保護フィルムをポリビニルアルコール系接着剤等により貼り合わせたものが用いられて
いる。
【０００３】
　前記偏光フィルムを液晶セル等に貼着する際には、通常、粘着剤が使用される。また、
偏光フィルムを瞬時に固定できること、偏光フィルムを固着させるのに乾燥工程を必要と
しないこと等のメリットを有することから、粘着剤は、偏光フィルムの片面に予め粘着剤
層として設けられている。即ち、偏光フィルムの貼着には粘着剤層付偏光フィルムが一般
的に用いられる。
【０００４】
　また、偏光フィルムや粘着剤層付偏光フィルムは、熱衝撃（例えば、－３０℃と８０℃
の温度条件を繰り返すヒートショック試験や１００℃の高温下試験）の過酷な環境下では
偏光子の収縮応力の変化によって、偏光子の吸収軸方向の全体にクラック（貫通クラック
）が生じやすい問題がある。即ち、粘着剤層付偏光フィルムは、前記過酷な環境下におけ
る熱衝撃による耐久性が十分ではなかった。特に、薄型化の観点から、偏光子の片面にの
み保護フィルムを設けた片保護偏光フィルムを用いた粘着剤層付偏光フィルムでは、前記
熱衝撃による耐久性が不十分であった。また、前記熱衝撃により生じる貫通クラックは、
偏光フィルムのサイズが大きくなった場合に発生しやすいものであった。
【０００５】
　前記貫通クラックの発生の抑制のために、例えば、片保護偏光フィルムに引張弾性率１
００ＭＰａ以上の保護層を設け、さらに当該保護層に粘着剤層を設けた粘着剤層付偏光フ
ィルムが提案されている（特許文献１）。また、厚さ２５μｍ以下の偏光子の片面に硬化
型樹脂組成物の硬化物からなる保護層を有し、偏光子のもう一方の片面に保護フィルムを
有し、前記保護層の外側に粘着剤層を有する粘着剤層付偏光フィルムが提案されている（
特許文献２）。前記特許文献１、２に記載の粘着剤層付偏光フィルムは、貫通クラックの
発生の抑制の点からは有効である。また、薄型化は偏光子についても行われており、例え
ば、単体透過率、偏光度の光学特性を制御した、高い配向性を示す薄型偏光子が提案され
ている（特許文献３）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－００９０２７号公報
【特許文献２】特開２０１３－１６０７７５号公報
【特許文献３】特許第４７５１４８１号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１、２では、偏光子の片面にのみ保護フィルムを有する片保護偏光フィルムを
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用いることで薄型化を図るとともに、他方では、保護層を設けることにより、片保護偏光
フィルムを用いることにより生じる偏光子の吸収軸方向への貫通クラックの発生を抑えて
いる。
【０００８】
　一方、薄型化は偏光子についても行われている。偏光フィルムまたは粘着剤層付偏光フ
ィルムに用いる偏光子を薄くした場合（例えば、厚み１０μｍ以下にした場合）には、偏
光子の収縮応力の変化が小さくなる。そのため、薄型化した偏光子によれば、前記貫通ク
ラックの発生を抑制することができることが分かった。
【０００９】
　しかし、前記貫通クラックの発生が抑制された片保護偏光フィルムまたはそれを用いた
粘着剤層付偏光フィルムにおいて、特許文献３のように光学特性を制御し、かつ偏光子を
薄くした場合（例えば、厚み１０μｍ以下にした場合）には、片保護偏光フィルムまたは
それを用いた粘着剤層付偏光フィルムに機械衝撃が負荷されたとき（偏光子側に凸折れに
よる負荷がかかる場合を含む）に、偏光子の吸収軸方向に部分的に極細のスリット（以下
、ナノスリットともいう）が発生することが分かった。前記ナノスリットは、偏光フィル
ムのサイズに無関係に生じることも分かった。さらには、前記ナノスリットは、偏光子の
両面に保護フィルムを有する両保護偏光フィルムを用いた場合には生じないことも分かっ
た。また、偏光子に貫通クラックが生じた場合には、貫通クラックの周辺の応力が解放さ
れるため、貫通クラックは隣接して生じることはないが、ナノスリットは単独で生じる他
に、隣接して生じることが分かった。また、貫通クラックは、クラックが生じた偏光子の
吸収軸方向に伸びる進行性を有しているが、ナノスリットは前記進行性のないことも分か
った。このように、前記ナノスリットは、貫通クラックの発生が抑制された片保護偏光フ
ィルムにおいて、偏光子を薄く、かつ、光学特性を所定の範囲に制御した場合に生じる新
たな課題であり、従来知られていた前記貫通クラックとは異なる現象により生じる課題で
あることが分かった。
【００１０】
　また、前記ナノスリットは極細であるため、通常の環境下では検出できない。従って、
仮に、偏光子にナノスリットが発生していたとしても、片保護偏光フィルムおよびそれを
用いた粘着剤層付偏光フィルムの光抜けによる欠陥を確認することは一見したのみでは困
難である。すなわち、通常、片保護偏光フィルムは長尺フィルム状に作製され、自動的光
学検査にて欠陥検査されるが、この欠陥検査でナノスリットを欠陥として検出することが
困難である。前記ナノスリットによる欠陥は、片保護偏光フィルムまたは粘着剤層付偏光
フィルムが画像表示パネルのガラス基板等に貼り合わされたうえで加熱環境下におかれた
場合に、ナノスリットが幅方向に広がることで検出可能（例えば、前記光抜けの有無）に
なることも分かった。
【００１１】
　よって、偏光子の厚みが１０μｍ以下の片保護偏光フィルムまたはそれを用いた粘着剤
層付偏光フィルムにおいては、貫通クラックだけでなく、ナノスリットによる欠陥も抑制
しておくことが望まれる。
【００１２】
　本発明は、偏光子の片面にのみ保護フィルムを有する片保護偏光フィルムであって、前
記偏光子が所定の光学特性を有し、かつ厚みが１０μｍ以下であっても、貫通クラックお
よびナノスリットによる欠陥を抑制することができる片保護偏光フィルムを提供すること
を目的とする。また、本発明は、前記片保護偏光フィルムと粘着剤層を有する粘着剤層付
偏光フィルムを提供することを目的とする。
【００１３】
　また本発明は、前記片保護偏光フィルムまたは前記粘着剤層付偏光フィルムを有する画
像表示装置、さらにはその連続製造方法を提供することを目的とする。に関する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
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　本願発明者らは、鋭意検討の結果、下記の片保護偏光フィルム、粘着剤層付偏光フィル
ム等により上記課題を解決し得ることを見出し、本発明に至った。
【００１５】
　即ち本発明は、偏光子の片面にのみ保護フィルムを有する片保護偏光フィルムであって
、
　前記偏光子は、ポリビニルアルコール系樹脂を含有し、厚みが１０μｍ以下であり、か
つ、単体透過率Ｔ及び偏光度Ｐによって表される光学特性が、下記式
　Ｐ＞－（１００．９２９Ｔ－４２．４－１）×１００（ただし、Ｔ＜４２．３）、又は
、
　Ｐ≧９９．９（ただし、Ｔ≧４２．３）の条件を満足するように構成されたものであり
、
　前記偏光子の他の片面に、透明層を有し、
　かつ、前記保護フィルムを有する側の表面の動摩擦係数が０．２以下であることを特徴
とする片保護偏光フィルム、に関する。
【００１６】
　前記片保護偏光フィルムにおいて、前記透明層が、樹脂材料の形成物であることが好ま
しい。前記透明層は、ポリビニルアルコール系樹脂を含有する形成材または水系エマルシ
ョンを含有する形成材の形成物を用いることができる。
【００１７】
　前記片保護偏光フィルムにおいて、前記透明層は、厚みが０．２μｍ以上３μｍ以下の
ものを用いることができる。
【００１８】
　前記片保護偏光フィルムにおいて、前記保護フィルムは、表面に表面処理層を有するも
のを用いることができる。前記表面処理層としては、低反射処理層が挙げられる。
【００１９】
　前記片保護偏光フィルムにおいて、前記偏光子は、偏光子全量に対してホウ酸を２０重
量％以下で含有することが好ましい。
【００２０】
　また本発明は、前記片保護偏光フィルム、および粘着剤層を有することを特徴とする粘
着剤層付偏光フィルム、に関する。
【００２１】
　前記粘着剤層付偏光フィルムは、前記片保護偏光フィルムの透明層に、前記粘着剤層が
設けられている態様で用いることができる。また、前記粘着剤層付偏光フィルムは、前記
片保護偏光フィルムの保護フィルムに、前記粘着剤層が設けられている態様で用いること
ができる。また、前記粘着剤層付偏光フィルムの粘着剤層にはセパレータを設けることが
できる。セパレータが設けられた粘着剤層付偏光フィルムは巻回体として用いることがで
きる。
【００２２】
　また本発明は、前記片保護偏光フィルム、または前記粘着剤層付偏光フィルムを有する
画像表示装置、に関する。
【００２３】
　また本発明は、前記粘着剤層付偏光フィルムの巻回体から繰り出され、前記セパレータ
により搬送された前記粘着剤層付偏光フィルムを、前記粘着剤層を介して画像表示パネル
の表面に連続的に貼り合せる工程を含む画像表示装置の連続製造方法、に関する。
【００２４】
　また本発明は、前記粘着剤層付偏光フィルムの巻回体から繰り出され、前記セパレータ
により搬送された前記粘着剤層付偏光フィルムを、前記粘着剤層を介して画像表示パネル
の表面に連続的に貼り合せる工程を含む画像表示装置の連続製造方法、に関する。
【発明の効果】
【００２５】
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　本発明の片保護偏光フィルムおよび粘着剤層付偏光フィルムは、厚み１０μｍ以下の偏
光子を用いており、薄型化されている。また、前記厚み１０μｍ以下の薄型の偏光子は、
偏光子の厚みが大きい場合に比べて、熱衝撃により偏光子に加わる収縮応力の変化が小さ
いため、貫通クラックの発生を抑制することができる。
【００２６】
　一方、所定の光学特性を有する薄型の偏光子は、偏光子にナノスリットが発生しやすく
なる。ナノスリットは、片保護偏光フィルムの製造工程、片保護偏光フィルムに粘着剤層
を設ける粘着剤層付偏光フィルムの製造工程、粘着剤層付偏光フィルムを製造した後の各
種工程や粘着剤層付偏光フィルムを画像表示パネルに貼り合せた後において、前記片保護
偏光フィルムまたはそれを用いた粘着剤層付偏光フィルムに対して機械衝撃が負荷された
ときに生じると考えられ、熱衝撃により生じる貫通クラックとは異なるメカニズムにより
生じると想定される。また、前記ナノスリットによる欠陥は、片保護偏光フィルムまたは
粘着剤層付偏光フィルムが画像表示パネルのガラス基板等に貼り合わされたうえで加熱環
境下におかれた場合に、ナノスリットが幅方向に広がることで検出可能（例えば、前記光
抜けの有無）になる。
【００２７】
　本発明の片保護偏光フィルムおよび粘着剤層付偏光フィルムでは、偏光子の他の片面（
保護フィルムを有しない面）に、透明層を設けることで、前記ナノスリットが発生を抑え
ることができる。さらに、本発明では、保護フィルムを有する側の表面（偏光子に貼り合
わせていない側の表面）の動摩擦係数が０．２以下のものを用いることで、前記ナノスリ
ットの発生をより抑えることができる。
【００２８】
　以上のように、本発明の片保護偏光フィルムおよびそれを用いた粘着剤層付偏光フィル
ムは、前記透明層を設け、所定の動摩擦係数を有する保護フィルムを用いることで、薄型
化を満足しながら、かつ、偏光子に生じる貫通クラックおよびナノスリットの発生を効果
的に抑制することができる。
【００２９】
　また、前記ナノスリットは極細であるため、通常の環境下では検出できない。従って、
仮に、偏光子にナノスリットが発生していたとしても、片保護偏光フィルムおよびそれを
用いた粘着剤層付偏光フィルムの光抜けによる欠陥を確認することは一見したのみでは困
難である。前記ナノスリットによる欠陥は、片保護偏光フィルムまたは粘着剤層付偏光フ
ィルムが加熱環境下におかれた場合に、ナノスリットが幅方向に広がることで検出可能（
例えば、前記光抜けの有無）になることも分かった。このようなナノスリットの幅方向へ
の広がりによる欠陥の発生を抑えるには、前記透明層を設けることが有効であることも分
かった。
【００３０】
　前述のように、透明層を形成する前の片保護偏光フィルムの製造工程においても、偏光
子にナノスリットが生じると考えられる。仮に、透明層を設ける前の片保護偏光フィルム
の状態の偏光子にナノスリットが発生したとしても、前記ナノスリットの幅方向への広が
りの発生を、前記透明層により抑えることができる。また、透明層を形成した後の片保護
偏光フィルムの製造工程、粘着剤層付偏光フィルムを製造した後の各種工程において、機
械的衝撃が付与されたとしても、本発明の透明層付の偏光フィルムであれば、ナノスリッ
トの発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の片保護偏光フィルムの概略断面図の一例である。
【図２】本発明の粘着剤層付偏光フィルムの概略断面図の一例である。
【図３】偏光子に生じるナノスリットと貫通クラックを対比する概念図の一例である。
【図４】ナノスリットの発生の有無と、ナノスリットが発生した場合に、透明層の有無に
よって加熱によるナノスリットの拡張が相違することを示す片保護偏光フィルムの断面図
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の写真の一例である。
【図５】実施例および比較例のナノスリットに係る評価項目を説明する概略図である。
【図６】実施例および比較例の評価に係るナノスリットにより生じるクラックを示す写真
の一例である。
【図７】実施例および比較例の評価に係る貫通クラックの進行を示す写真の一例である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下に本発明の片保護偏光フィルム１１および粘着剤層付偏光フィルム１２を、図１、
２を参照しながら説明する。片保護偏光フィルム１０（透明層３のない場合）は、例えば
、図１（Ａ）に示すように、偏光子１の片面にのみ保護フィルム２を有する。図１（Ｂ）
では、保護フィルム２の表面に表面処理層Ｘを有する場合（保護フィルム２´）が示され
ている。また、片保護偏光フィルム１１の保護フィルム２（または２´）を有する側の表
面（偏光子に貼り合わせていない側の表面）の動摩擦係数が０．２以下である。図１（Ａ
）では保護フィルム２の表面、図１（Ｂ）では表面処理層Ｘの表面が、動摩擦係数が０．
２以下のものを用いる。前記動摩擦係数は、ナノスリットの発生抑制の観点から、０．１
以下であるのが好ましい。動摩擦係数の測定は、実施例の記載による。図示していないが
、偏光子１と保護フィルム２とは接着剤層、粘着剤層、下塗り層（プライマー層）などの
介在層を介して積層されている。また図示していないが、片保護偏光フィルム１０は、保
護フィルム２に易接着層を設けたり活性化処理を施したりして、当該易接着層と接着剤層
を積層することができる。本発明の片保護偏光フィルム１１（透明層３付）は、図１（Ａ
）、（Ｂ）に示すように、片保護偏光フィルム１０において、前記偏光子１の他の片面（
保護フィルム２を有しない面）に、透明層３が（直接）設けられている。
【００３３】
　また、本発明の粘着剤層付偏光フィルム１２は、図２に示すように、片保護偏光フィル
ム（透明層付）１１と、粘着剤層４を有する。なお、図２の粘着剤層付偏光フィルム１２
では、片保護偏光フィルム１１として、図１（Ａ）に示す態様が示されているが、図１（
Ｂ）に示す態様も同様に、粘着剤層付偏光フィルム１２に適用することができる。粘着剤
層４は、図２（Ａ）では透明層３の側に、図２（Ｂ）では保護フィルム２の側に設けられ
ている。なお、本発明の粘着剤層付偏光フィルム１２の粘着剤層４にはセパレータ５を設
けることができ、その反対側には、表面保護フィルム６を設けることができる。図２の粘
着剤層付偏光フィルム１２では、セパレータ５および表面保護フィルム６がいずれも設け
られている場合が示されている。少なくともセパレータ５を有する粘着剤層付偏光フィル
ム１２（さらには、表面保護フィルム６を有するもの）は巻回体として用いることができ
、例えば、巻回体から繰り出され、セパレータ５により搬送された粘着剤層付偏光フィル
ム１２を、粘着剤層４を介して画像表示パネルの表面に貼り合せる方式（以下、「ロール
・トゥ・パネル方式」ともいう。代表的には、特許第４４０６０４３号明細書）へ適用し
て、画像表示装置を連続的に製造することができる。粘着剤層付偏光フィルムとしては、
貼り合せ後の表示パネルの反り抑制、ナノスリットの発生抑制等の観点から、図２（Ａ）
に記載の態様が好ましい。表面保護フィルム６は、片保護偏光フィルム１０、片保護偏光
フィルム（透明層付）１１に設けることができる。
【００３４】
　図３は、偏光子に生じるナノスリットａと貫通クラックｂを対比する概念図である。図
３（Ａ）には、偏光子１に生じるナノスリットａが、図３（Ｂ）には、偏光子１に生じる
貫通クラックｂが示されている。ナノスリットａは、機械衝撃により発生し、偏光子１の
吸収軸方向に部分的に発生する、ナノスリットａは、発生した当初は確認できないが、熱
環境下（例えば、８０℃や６０℃，９０％ＲＨ）において、幅方向への広がりによって確
認することができる。一方、ナノスリットａは偏光子の吸収軸方向に伸びる進行性は有し
ないと考えられる。また、前記ナノスリットａは、偏光フィルムのサイズに無関係に生じ
ると考えられる。ナノスリットａは単独で生じる他に、隣接して生じることもある。一方
、貫通クラックｂは、熱衝撃（例えば、ヒートショック試験）により生じる。貫通クラッ
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クは、クラックが生じた偏光子の吸収軸方向に伸びる進行性を有している。貫通クラック
ｂが発生した場合には周辺の応力が解放されるため、貫通クラックは隣接して生じること
はない。
【００３５】
　図４は、偏光子に生じるナノスリットａの発生と拡張、修復に係る片保護偏光フィルム
１０または透明層付の片保護偏光フィルム１１の断面図の写真の一例である。図４（Ａ）
は、偏光子１の片面にのみ接着剤層２ａを介して保護フィルム２を有する片保護偏光フィ
ルム１０であり、ナノスリットは発生していない場合の一例である。図４（Ｂ）は、片保
護偏光フィルム１０にナノスリットａが発生している場合の一例である。図４（Ａ）、（
Ｂ）はいずれも、加熱前である。また、図４（Ｃ）は、ナノスリットａが発生している片
保護偏光フィルム１０を加熱した後の断面図の写真の一例である。図４（Ｃ）では、加熱
により偏光子１のナノスリットａが拡張していることが分かる。一方、図４（Ｄ）は、ナ
ノスリットａが発生した片保護偏光フィルム１０に、透明層３を形成した透明層付の片保
護偏光フィルム１１を、加熱した後の断面図の写真の一例である。図４（Ｄ）では、偏光
子１に生じたナノスリットａは透明層３により修復（ａ´）されており、加熱による拡張
もないことが分かる。図４は、サンプルの吸収軸方向に対して垂直にクロスセッションポ
リッシャーやミクロトームにて断面切削し、走査型電子顕微鏡にて観察を行った。
【００３６】
　＜偏光子＞
　本発明では、厚み１０μｍ以下の偏光子を用いる。偏光子の厚みは薄型化および貫通ク
ラックの発生を抑える観点から８μｍ以下であるのが好ましく、さらには７μｍ以下、さ
らには６μｍ以下であるのが好ましい。一方、偏光子の厚みは２μｍ以上、さらには３μ
ｍ以上であるのが好ましい。このような薄型の偏光子は、厚みムラが少なく、視認性が優
れており、また寸法変化が少ないため熱衝撃に対する耐久性に優れる。
【００３７】
　偏光子は、ポリビニルアルコール系樹脂を用いたものが使用される。偏光子としては、
例えば、ポリビニルアルコール系フィルム、部分ホルマール化ポリビニルアルコール系フ
ィルム、エチレン・酢酸ビニル共重合体系部分ケン化フィルム等の親水性高分子フィルム
に、ヨウ素や二色性染料の二色性物質を吸着させて一軸延伸したもの、ポリビニルアルコ
ールの脱水処理物やポリ塩化ビニルの脱塩酸処理物等ポリエン系配向フィルム等が挙げら
れる。これらの中でも、ポリビニルアルコール系フィルムとヨウ素などの二色性物質から
なる偏光子が好適である。
【００３８】
　ポリビニルアルコール系フィルムをヨウ素で染色し一軸延伸した偏光子は、例えば、ポ
リビニルアルコールをヨウ素の水溶液に浸漬することによって染色し、元長の３～７倍に
延伸することで作製することができる。必要に応じてホウ酸や硫酸亜鉛、塩化亜鉛等を含
んでいても良いし、ヨウ化カリウムなどの水溶液に浸漬することもできる。さらに必要に
応じて染色前にポリビニルアルコール系フィルムを水に浸漬して水洗してもよい。ポリビ
ニルアルコール系フィルムを水洗することでポリビニルアルコール系フィルム表面の汚れ
やブロッキング防止剤を洗浄することができるほかに、ポリビニルアルコール系フィルム
を膨潤させることで染色のムラなどの不均一を防止する効果もある。延伸はヨウ素で染色
した後に行っても良いし、染色しながら延伸しても良いし、また延伸してからヨウ素で染
色しても良い。ホウ酸やヨウ化カリウムなどの水溶液や水浴中でも延伸することができる
。
【００３９】
　偏光子はホウ酸を含有していることが延伸安定性や光学耐久性の点から好ましい。また
、偏光子に含まれるホウ酸含有量は、貫通クラックおよびナノスリットの発生抑制、拡張
抑制の観点から、偏光子全量に対して２０重量％以下であるのが好ましく、さらには１８
重量％以下、さらには１６重量％以下であることが好ましい。一方、偏光子の延伸安定性
や光学耐久性の観点から、偏光子全量に対するホウ酸含有量は１０重量％以上であること
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が好ましく、さらには１２重量％以上であることが好ましい。
【００４０】
　薄型の偏光子としては、代表的には、
特許第４７５１４８６号明細書、
特許第４７５１４８１号明細書、
特許第４８１５５４４号明細書、
特許第５０４８１２０号明細書、
国際公開第２０１４／０７７５９９号パンフレット、
国際公開第２０１４／０７７６３６号パンフレット、
等に記載されている薄型偏光子またはこれらに記載の製造方法から得られる薄型偏光子を
挙げることができる。
【００４１】
　前記偏光子は、単体透過率Ｔ及び偏光度Ｐによって表される光学特性が、次式
Ｐ＞－（１００．９２９Ｔ－４２．４－１）×１００（ただし、Ｔ＜４２．３）、又は、
Ｐ≧９９．９（ただし、Ｔ≧４２．３）の条件を満足するように構成されている。前記条
件を満足するように構成された偏光子は、一義的には、大型表示素子を用いた液晶テレビ
用のディスプレイとして求められる性能を有する。具体的にはコントラスト比１０００：
１以上かつ最大輝度５００ｃｄ／ｍ２以上である。他の用途としては、例えば有機ＥＬ表
示装置の視認側に貼り合される。
【００４２】
　一方、前記条件を満足するように構成された偏光子は、構成する高分子（例えばポリビ
ニルアルコール系分子）が高い配向性を示すため、厚み１０μｍ以下であることと相俟っ
て、偏光子の吸収軸方向に直交する方向の引張破断応力が顕著に小さくなる。その結果、
例えば、偏光フィルムの製造過程において当該引張破断応力を超える機械的衝撃に晒され
た際に、ナノスリットが偏光子の吸収軸方向に生じる可能性が極めて高い。よって、本発
明は、当該偏光子を採用した片保護偏光フィルム（またはそれを用いた粘着剤層付偏光フ
ィルム）に特に好適である。
【００４３】
　前記薄型偏光子としては、積層体の状態で延伸する工程と染色する工程を含む製法の中
でも、高倍率に延伸できて偏光性能を向上させることのできる点で、特許第４７５１４８
６号明細書、特許第４７５１４８１号明細書、特許４８１５５４４号明細書に記載のある
ようなホウ酸水溶液中で延伸する工程を含む製法で得られるものが好ましく、特に特許第
４７５１４８１号明細書、特許４８１５５４４号明細書に記載のあるホウ酸水溶液中で延
伸する前に補助的に空中延伸する工程を含む製法により得られるものが好ましい。これら
薄型偏光子は、ポリビニルアルコール系樹脂（以下、ＰＶＡ系樹脂ともいう）層と延伸用
樹脂基材を積層体の状態で延伸する工程と染色する工程を含む製法によって得ることがで
きる。この製法であれば、ＰＶＡ系樹脂層が薄くても、延伸用樹脂基材に支持されている
ことにより延伸による破断などの不具合なく延伸することが可能となる。
【００４４】
　＜保護フィルム＞
　前記保護フィルムを構成する材料としては、透明性、機械的強度、熱安定性、水分遮断
性、等方性などに優れるものが好ましい。例えば、ポリエチレンテレフタレートやポリエ
チレンナフタレートなどのポリエステル系ポリマー、ジアセチルセルロースやトリアセチ
ルセルロースなどのセルロース系ポリマー、ポリメチルメタクリレートなどのアクリル系
ポリマー、ポリスチレンやアクリロニトリル・スチレン共重合体（ＡＳ樹脂）などのスチ
レン系ポリマー、ポリカーボネート系ポリマー等が挙げられる。また、ポリエチレン、ポ
リプロピレン、シクロ系ないしはノルボルネン構造を有するポリオレフィン、エチレン・
プロピレン共重合体の如きポリオレフィン系ポリマー、塩化ビニル系ポリマー、ナイロン
や芳香族ポリアミドなどのアミド系ポリマー、イミド系ポリマー、スルホン系ポリマー、
ポリエーテルスルホン系ポリマー、ポリエーテルエーテルケトン系ポリマー、ポリフェニ
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レンスルフィド系ポリマー、ビニルアルコール系ポリマー、塩化ビニリデン系ポリマー、
ビニルブチラール系ポリマー、アリレート系ポリマー、ポリオキシメチレン系ポリマー、
エポキシ系ポリマー、または上記ポリマーのブレンド物なども上記保護フィルムを形成す
るポリマーの例として挙げられる。
【００４５】
　なお、保護フィルム中には任意の適切な添加剤が１種類以上含まれていてもよい。添加
剤としては、例えば、紫外線吸収剤、酸化防止剤、滑剤、可塑剤、離型剤、着色防止剤、
難燃剤、核剤、帯電防止剤、顔料、着色剤などがあげられる。保護フィルム中の上記熱可
塑性樹脂の含有量は、好ましくは５０～１００重量％、より好ましくは５０～９９重量％
、さらに好ましくは６０～９８重量％、特に好ましくは７０～９７重量％である。保護フ
ィルム中の上記熱可塑性樹脂の含有量が５０重量％以下の場合、熱可塑性樹脂が本来有す
る高透明性等が十分に発現できないおそれがある。
【００４６】
　前記保護フィルムとしては、位相差フィルム、輝度向上フィルム、拡散フィルム等も用
いることができる。位相差フィルムとしては、正面位相差が４０ｎｍ以上および／または
、厚み方向位相差が８０ｎｍ以上の位相差を有するものが挙げられる。正面位相差は、通
常、４０～２００ｎｍの範囲に、厚み方向位相差は、通常、８０～３００ｎｍの範囲に制
御される。保護フィルムとして位相差フィルムを用いる場合には、当該位相差フィルムが
偏光子保護フィルムとしても機能するため、薄型化を図ることができる。
【００４７】
　位相差フィルムとしては、熱可塑性樹脂フィルムを一軸または二軸延伸処理してなる複
屈折性フィルムが挙げられる。上記延伸の温度、延伸倍率等は、位相差値、フィルムの材
料、厚みにより適宜に設定される。
【００４８】
　保護フィルムの厚さは、適宜に決定しうるが、一般には強度や取扱性等の作業性、薄層
性などの点より１～５００μｍ程度である。特に１～３００μｍが好ましく、５～２００
μｍがより好ましく、さらには、５～１５０μｍ、特に、２０～１００μｍの薄型の場合
に特に好適である。
【００４９】
　前記図１（Ａ）に示すように、保護フィルム２そのものが、片保護偏光フィルム１１に
おける表面になる場合には、保護フィルム自体が表面の動摩擦係数０．２以下を満足する
ものを用いる。前記動摩擦係数０．２以下を満足することができる材料としては、例えば
、アクリル系ポリマー、セルロース系ポリマー、ポリエステルポリマー等を用いたフィル
ムが挙げられる。
【００５０】
　≪表面処理層≫
　一方、前記図１（Ｂ）に示すように、表面処理層ｘを有する保護フィルム２´を用いる
場合には、表面処理層ｘの表面の動摩擦係数０．２以下を満足するものを用いる。なお、
表面処理層ｘを有する保護フィルム２´においては、保護フィルム２は動摩擦係数０．２
以下を満足する材料でなくともよい。表面処理層としては、ハードコート層、低反射処理
層（反射防止層）、スティッキング防止層、拡散層ないしアンチグレア層などの機能層を
設けることができる。なお、上記ハードコート層、反射防止層、スティッキング防止層、
拡散層やアンチグレア層などの機能層は、保護フィルムそのものに設けることができるほ
か、別途、保護フィルムとは別体のものとして設けることもできる。前記表面処理層の厚
みは特に制限されないが、通常は、０．５～２０μｍ程度である。
【００５１】
　＜介在層＞
　前記保護フィルムと偏光子は接着剤層、粘着剤層、下塗り層（プライマー層）などの介
在層を介して積層される。この際、介在層により両者を空気間隙なく積層することが望ま
しい。
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【００５２】
　接着剤層は接着剤により形成される。接着剤の種類は特に制限されず、種々のものを用
いることができる。前記接着剤層は光学的に透明であれば特に制限されず、接着剤として
は、水系、溶剤系、ホットメルト系、活性エネルギー線硬化型等の各種形態のものが用い
られるが、水系接着剤または活性エネルギー線硬化型接着剤が好適である。
【００５３】
　水系接着剤としては、イソシアネート系接着剤、ポリビニルアルコール系接着剤、ゼラ
チン系接着剤、ビニル系ラテックス系、水系ポリエステル等を例示できる。水系接着剤は
、通常、水溶液からなる接着剤として用いられ、通常、０．５～６０重量％の固形分を含
有してなる。
【００５４】
　活性エネルギー線硬化型接着剤は、電子線、紫外線（ラジカル硬化型、カチオン硬化型
）等の活性エネルギー線により硬化が進行する接着剤であり、例えば、電子線硬化型、紫
外線硬化型の態様で用いることができる。活性エネルギー線硬化型接着剤は、例えば、光
ラジカル硬化型接着剤を用いることができる。光ラジカル硬化型の活性エネルギー線硬化
型接着剤を、紫外線硬化型として用いる場合には、当該接着剤は、ラジカル重合性化合物
および光重合開始剤を含有する。
【００５５】
　接着剤の塗工方式は、接着剤の粘度や目的とする厚みによって適宜に選択される。塗工
方式の例として、例えば、リバースコーター、グラビアコーター（ダイレクト，リバース
やオフセット）、バーリバースコーター、ロールコーター、ダイコーター、バーコーター
、ロッドコーター等が挙げられる。その他、塗工には、デイッピング方式などの方式を適
宜に使用することができる。
【００５６】
　また、前記接着剤の塗工は、水系接着剤等を用いる場合には、最終的に形成される接着
剤層の厚みが３０～３００ｎｍになるように行うのが好ましい。前記接着剤層の厚さは、
さらに好ましくは６０～２５０ｎｍである。一方、活性エネルギー線硬化型接着剤を用い
る場合には、前記接着剤層の厚みは、０．１～２００μｍになるよう行うのが好ましい。
より好ましくは、０．５～５０μｍ、さらに好ましくは０．５～１０μｍである。
【００５７】
　なお、偏光子と保護フィルムの積層にあたって、保護フィルムと接着剤層の間には、易
接着層を設けることができる。易接着層は、例えば、ポリエステル骨格、ポリエーテル骨
格、ポリカーボネート骨格、ポリウレタン骨格、シリコーン系、ポリアミド骨格、ポリイ
ミド骨格、ポリビニルアルコール骨格などを有する各種樹脂により形成することができる
。これらポリマー樹脂は１種を単独で、または２種以上を組み合わせて用いることができ
る。また易接着層の形成には他の添加剤を加えてもよい。具体的にはさらには粘着付与剤
、紫外線吸収剤、酸化防止剤、耐熱安定剤などの安定剤などを用いてもよい。
【００５８】
　易接着層は、通常、保護フィルムに予め設けておき、当該保護フィルムの易接着層側と
偏光子とを接着剤層により積層する。易接着層の形成は、易接着層の形成材を保護フィル
ム上に、公知の技術により塗工、乾燥することにより行われる。易接着層の形成材は、乾
燥後の厚み、塗工の円滑性などを考慮して適当な濃度に希釈した溶液として、通常調整さ
れる。易接着層は乾燥後の厚みは、好ましくは０．０１～５μｍ、さらに好ましくは０．
０２～２μｍ、さらに好ましくは０．０５～１μｍである。なお、易接着層は複数層設け
ることができるが、この場合にも、易接着層の総厚みは上記範囲になるようにするのが好
ましい。
【００５９】
　粘着剤層は、粘着剤から形成される。粘着剤としては各種の粘着剤を用いることができ
、例えば、ゴム系粘着剤、アクリル系粘着剤、シリコーン系粘着剤、ウレタン系粘着剤、
ビニルアルキルエーテル系粘着剤、ポリビニルピロリドン系粘着剤、ポリアクリルアミド
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系粘着剤、セルロース系粘着剤などが挙げられる。前記粘着剤の種類に応じて粘着性のベ
ースポリマーが選択される。前記粘着剤のなかでも、光学的透明性に優れ、適宜な濡れ性
と凝集性と接着性の粘着特性を示して、耐候性や耐熱性などに優れる点から、アクリル系
粘着剤が好ましく使用される。
【００６０】
　下塗り層（プライマー層）は、偏光子と保護フィルムとの密着性を向上させるために形
成される。プライマー層を構成する材料としては、基材フィルムとポリビニルアルコール
系樹脂層との両方にある程度強い密着力を発揮する材料であれば特に限定されない。たと
えば、透明性、熱安定性、延伸性などに優れる熱可塑性樹脂などが用いられる。熱可塑性
樹脂としては、例えば、アクリル系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、ポリエステル系樹脂、
ポリビニルアルコール系樹脂、又はそれらの混合物が挙げられる。
【００６１】
　＜透明層＞
　透明層は、偏光子の片面にのみ保護フィルムが設けられた片保護偏光フィルムにおいて
、偏光子の他の片面（保護フィルムを積層していない面）に設けられる。本発明において
、透明層はナノスリット発生抑制、仮に、ナノスリットが発生した場合におけるナノスリ
ットの幅方向への広がりの発生を抑える観点から、８０℃における圧縮弾性率０．１ＧＰ
ａ以上であるのが好ましい。仮に、機械衝撃により偏光子にナノスリットが生じ、熱環境
下においてナノスリットが幅方向へ広がろうとしても、透明層の８０℃における圧縮弾性
率を０．１ＧＰａ以上に制御することで、熱環境下においても透明層の機械的保持能力を
維持して、ナノスリットが幅方向へ広がるのを抑えることができる。透明層の圧縮弾性率
は０．５ＧＰａ以上、さらには１ＧＰａ以上、さらには２ＧＰａ以上であるのが好ましい
。透明層の圧縮弾性率は、材料選定により調整することができる。なお、透明層の８０℃
における圧縮弾性率は実施例の記載に基づいて測定される値である。
【００６２】
　透明層の厚さは、薄層化および光学信頼性の観点から、透明層の厚さは、３μｍ以下で
あるのが好ましく、さらには２μｍ以下であるのが好ましく、さらには１．５μｍ以下で
あるのが好ましい。一方、透明層の厚さはナノスリット発生抑制、ナノスリットの拡張抑
制効果の観点から、０．２μｍ以上であるのが好ましく、さらには０．６μｍ以上が好ま
しく、さらには０．８μｍ以上であるのが好ましい。
【００６３】
　透明層は、各種の形成材から形成することができる。透明層は、例えば、樹脂材料を偏
光子に塗布することにより形成することができるし、ＳｉＯ２等の無機酸化物を偏光子に
スパッタリング法等により蒸着することで形成することもできる。透明層は、簡便に形成
する観点から、樹脂材料から形成されることが好ましい。
【００６４】
　透明層を形成する樹脂材料としては、例えば、ポリエステル系樹脂、ポリエーテル系樹
脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリウレタン系樹脂、シリコーン系樹脂、ポリアミド系樹
脂、ポリイミド系樹脂、ＰＶＡ系樹脂、アクリル系樹脂等を挙げることができる。これら
樹脂材料は１種を単独で又は２種以上を組み合わせて用いることができるが、これらの中
でもポリウレタン系樹脂、ＰＶＡ系樹脂からなる群から選択される１種以上が好ましく、
ＰＶＡ系樹脂がより好ましい。また、前記樹脂の形態は、水系、溶剤系のいずれでもよい
。前記樹脂の形態は、水系樹脂が好ましい。これらの中でもポリビニルアルコール系樹脂
を含有する形成材または水系エマルションを含有する形成材が好ましい。
【００６５】
　透明層を形成する材料は、偏光子に浸透するものが好ましく用いられる。透明層を形成
する材料としては、例えば、水溶性のポリビニルアルコール系樹脂を主成分とする形成材
が好ましい。
【００６６】
　前記ポリビニルアルコール系樹脂としては、例えば、ポリビニルアルコールが挙げられ
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る。ポリビニルアルコールは、ポリ酢酸ビニルをケン化することにより得られる。また、
ポリビニルアルコール系樹脂としては、酢酸ビニルと共重合性を有する単量体との共重合
体のケン化物が挙げられる。前記共重合性を有する単量体がエチレンの場合には、エチレ
ン－ビニルアルコール共重合体が得られる。また、前記共重合性を有する単量体としては
、（無水）マレイン酸、フマル酸、クロトン酸、イタコン酸、（メタ）アクリル酸等の不
飽和カルボン酸およびそのエステル類；エチレン、プロピレン等のα－オレフィン、（メ
タ）アリルスルホン酸（ソーダ）、スルホン酸ソーダ（モノアルキルマレート）、ジスル
ホン酸ソーダアルキルマレート、Ｎ－メチロールアクリルアミド、アクリルアミドアルキ
ルスルホン酸アルカリ塩、Ｎ－ビニルピロリドン、Ｎ－ビニルピロリドン誘導体等が挙げ
られる。これらポリビニルアルコール系樹脂は一種を単独で又は二種以上を併用すること
ができる。耐湿熱性や耐水性を満足させる観点から、ポリ酢酸ビニルをケン化して得られ
たポリビニルアルコールが好ましい。
【００６７】
　前記ポリビニルアルコール系樹脂のケン化度は、例えば、９５モル％以上のものを用い
ることができるが、耐湿熱性や耐水性を満足させる観点からは、ケン化度は９９モル％以
上が好ましく、さらには９９．７モル％以上が好ましい。ケン化度は、ケン化によりビニ
ルアルコール単位に変換され得る単位の中で、実際にビニルアルコール単位にケン化され
ている単位の割合を表したものであり、残基はビニルエステル単位である。ケン化度は、
ＪＩＳ Ｋ ６７２６－１９９４に準じて求めることができる。
【００６８】
　前記ポリビニルアルコール系樹脂の平均重合度は、例えば、５００以上のものを用いる
ことができるが、耐湿熱性や耐水性を満足させる観点からは、平均重合度は、１０００以
上が好ましく、さらには１５００以上が好ましく、さらには２０００以上が好ましい。ポ
リビニルアルコール系樹脂の平均重合度はＪＩＳ－Ｋ６７２６に準じて測定される。
【００６９】
　また前記ポリビニルアルコール系樹脂としては、前記ポリビニルアルコールまたはその
共重合体の側鎖に親水性の官能基を有する変性ポリビニルアルコール系樹脂を用いること
ができる。前記親水性の官能基としては、例えば、アセトアセチル基、カルボニル基等が
挙げられる。その他、ポリビニルアルコール系樹脂をアセタール化、ウレタン化、エーテ
ル化、グラフト化、リン酸エステル化等した変性ポリビニルアルコールを用いることがで
きる。
【００７０】
　透明層は、硬化性成分を含有しない形成材から形成することができる。例えば前記ポリ
ビニルアルコール系樹脂（ＰＶＡ系樹脂）を主成分として含有する形成材から形成するこ
とができる。透明層を形成するポリビニルアルコール系樹脂は、「ポリビニルアルコール
系樹脂」である限り、偏光子が含有するポリビニルアルコール系樹脂と同一でも異なって
もいてもよい。
【００７１】
　前記ポリビニルアルコール系樹脂を主成分として含有する形成材には、硬化性成分（架
橋剤）等を含有することができる。透明層または形成材（固形分）中のポリビニルアルコ
ール系樹脂の割合は、８０重量％以上であるのが好ましく、さらには９０重量％以上、さ
らには９５重量％以上であるのが好ましい。但し、前記形成材には、硬化性成分（架橋剤
）を含有しないことが好ましい。
【００７２】
　架橋剤としては、ポリビニルアルコール系樹脂と反応性を有する官能基を少なくとも２
つ有する化合物を使用できる。たとえば、エチレンジアミン、トリエチレンジアミン、ヘ
キサメチレンジアミン等のアルキレン基とアミノ基を２個有するアルキレンジアミン類；
トリレンジイソシアネート、水素化トリレンジイソシアネート、トリメチロールプロパン
トリレンジイソシアネートアダクト、トリフェニルメタントリイソシアネート、メチレン
ビス（４－フェニルメタントリイソシアネート、イソホロンジイソシアネートおよびこれ
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らのケトオキシムブロック物またはフェノールブロック物等のイソシアネート類；エチレ
ングリコールジグリシジルエーテル、ポリエチレングリコールジグリシジルエーテル、グ
リセリンジまたはトリグリシジルエーテル、１，６－ヘキサンジオールジグリシジルエー
テル、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル、ジグリシジルアニリン、ジグリ
シジルアミン等のエポキシ類；ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、プロピオンアルデ
ヒド、ブチルアルデヒド等のモノアルデヒド類；グリオキザール、マロンジアルデヒド、
スクシンジアルデヒド、グルタルジアルデヒド、マレインジアルデヒド、フタルジアルデ
ヒド等のジアルデヒド類；メチロール尿素、メチロールメラミン、アルキル化メチロール
尿素、アルキル化メチロール化メラミン、アセトグアナミン、ベンゾグアナミンとホルム
アルデヒドとの縮合物等のアミノ－ホルムアルデヒド樹脂；アジピン酸ジヒドラジド、シ
ュウ酸ジヒドラジド、マロン酸ジヒドラジド、コハク酸ジヒドラジド、グルタル酸ジヒド
ラジド、イソフタル酸ジヒドラジド、セバシン酸ジヒドラジド、マレイン酸ジヒドラジド
、フマル酸ジヒドラジド、イタコン酸ジヒドラジドなどのジカルボン酸ジヒドラジド；エ
チレン－１，２－ジヒドラジン、プロピレン－１，３－ジヒドラジン、ブチレン－１，４
－ジヒドラジンなどの水溶性ジヒドラジン；更にナトリウム、カリウム、マグネシウム、
カルシウム、アルミニウム、鉄、ニッケル等の二価金属、又は三価金属の塩及びその酸化
物があげられる。これらのなかでもアミノ－ホルムアルデヒド樹脂や水溶性ジヒドラジン
が好ましい。アミノ－ホルムアルデヒド樹脂としてはメチロール基を有する化合物が好ま
し。なかでもメチロール基を有する化合物である、メチロールメラミンが特に好適である
。
【００７３】
　前記硬化性成分（架橋剤）は、耐水性向上の観点から用いることができるが、その割合
は、ポリビニルアルコール系樹脂１００重量部に対して、２０重量部以下、１０重量部以
下、５重量部以下であるのが好ましい。
【００７４】
　前記形成材は、前記ポリビニルアルコール系樹脂を溶媒に溶解させた溶液として調整さ
れる。溶媒としては、例えば、水、ジメチルスルホキシド、ジメチルホルムアミド、ジメ
チルアセトアミドＮ－メチルピロリドン、各種グリコール類、トリメチロールプロパン等
の多価アルコール類、エチレンジアミン、ジエチレントリアミン等のアミン類が挙げられ
る。これらは単独で、または、二種以上組み合わせて用いることができる。これらの中で
も、溶剤として水を用いた水溶液として用いるのが好ましい。前記形成材（例えば水溶液
）における、前記ポリビニルアルコール系樹脂の濃度は、特に制限はないが、塗工性や放
置安定性等を考慮すれば、０．１～１５重量％、好ましくは０．５～１０重量％である。
【００７５】
　また、透明層の形成には、水系エマルション樹脂を含む形成材を好ましく用いることが
できる。ここで水系エマルション樹脂とは、水（分散媒）中に乳化している樹脂粒子のこ
とである。前記水系エマルション樹脂は、モノマー成分を、乳化剤の存在下に乳化重合す
ることにより得ることができる。透明層は、前記水系エマルション樹脂を含むエマルショ
ンを含む透明層形成材を偏光子に直接塗布し、乾燥することで形成することができる。
【００７６】
　前記水系エマルション樹脂を構成する樹脂としては、特に限定されるものではないが、
例えば、アクリル系樹脂、シリコーン系樹脂、ポリウレタン系樹脂、フッ素系樹脂等を挙
げることができる。これらの中でも、本発明では、光学的透明性に優れ、耐候性や耐熱性
等に優れる点から、ポリウレタン系樹脂、アクリル系樹脂が好ましい。
【００７７】
　その他、透明層は、硬化性成分を含有する硬化型形成材から形成することができる（硬
化型形成材の硬化物である）。硬化性成分としては、電子線硬化型、紫外線硬化型、可視
光線硬化型等の活性エネルギー線硬化型と熱硬化型に大別することができる。さらには、
紫外線硬化型、可視光線硬化型は、ラジカル重合硬化型とカチオン重合硬化型に区分出来
る。本発明において、波長範囲１０ｎｍ～３８０ｎｍ未満の活性エネルギー線を紫外線、
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波長範囲３８０ｎｍ～８００ｎｍの活性エネルギー線を可視光線として表記する。前記ラ
ジカル重合硬化型の硬化性成分は、熱硬化型の硬化性成分として用いることができる。
【００７８】
　≪ラジカル重合硬化型形成材≫
　前記硬化性成分としては、例えば、ラジカル重合性化合物が挙げられる。ラジカル重合
性化合物は、（メタ）アクリロイル基、ビニル基等の炭素－炭素二重結合のラジカル重合
性の官能基を有する化合物が挙げられる。これら硬化性成分は、単官能ラジカル重合性化
合物または二官能以上の多官能ラジカル重合性化合物のいずれも用いることができる。ま
た、これらラジカル重合性化合物は、１種を単独で、または２種以上を組み合わせて用い
ることができる。これらラジカル重合性化合物としては、例えば、（メタ）アクリロイル
基を有する化合物が好適である。なお、本発明において、（メタ）アクリロイルとは、ア
クリロイル基および／またはメタクリロイル基を意味し、「（メタ）」は以下同様の意味
である。
【００７９】
　また、前記透明層を形成する材料として、例えば、シアノアクリレート系形成材、エポ
キシ系形成材、またはイソシアネート系形成材を用いることができる。
【００８０】
　＜粘着剤層＞
　粘着剤層の形成には、適宜な粘着剤を用いることができ、その種類について特に制限は
ない。粘着剤としては、ゴム系粘着剤、アクリル系粘着剤、シリコーン系粘着剤、ウレタ
ン系粘着剤、ビニルアルキルエーテル系粘着剤、ポリビニルアルコール系粘着剤、ポリビ
ニルピロリドン系粘着剤、ポリアクリルアミド系粘着剤、セルロース系粘着剤などがあげ
られる。
【００８１】
　これら粘着剤のなかでも、光学的透明性に優れ、適宜な濡れ性と凝集性と接着性の粘着
特性を示して、耐候性や耐熱性などに優れるものが好ましく使用される。このような特徴
を示すものとしてアクリル系粘着剤が好ましく使用される。
【００８２】
　粘着剤層を形成する方法としては、例えば、前記粘着剤を剥離処理したセパレータなど
に塗布し、重合溶剤などを乾燥除去して粘着剤層を形成した後に、図２（Ａ）の態様では
偏光子（または図２（Ｂ）の態様では保護フィルム）に転写する方法、または図２（Ａ）
の態様では偏光子（または図２（Ｂ）の態様では保護フィルム）に前記粘着剤を塗布し、
重合溶剤などを乾燥除去して粘着剤層を偏光子に形成する方法などにより作製される。な
お、粘着剤の塗布にあたっては、適宜に、重合溶剤以外の一種以上の溶剤を新たに加えて
もよい。
【００８３】
　剥離処理したセパレータとしては、シリコーン剥離ライナーが好ましく用いられる。こ
のようなライナー上に本発明の粘着剤を塗布、乾燥させて粘着剤層を形成する工程におい
て、粘着剤を乾燥させる方法としては、目的に応じて、適宜、適切な方法が採用され得る
。好ましくは、上記塗布膜を過熱乾燥する方法が用いられる。加熱乾燥温度は、好ましく
は４０℃～２００℃であり、さらに好ましくは、５０℃～１８０℃であり、特に好ましく
は７０℃～１７０℃である。加熱温度を上記の範囲とすることによって、優れた粘着特性
を有する粘着剤を得ることができる。
【００８４】
　乾燥時間は、適宜、適切な時間が採用され得る。上記乾燥時間は、好ましくは５秒～２
０分、さらに好ましくは５秒～１０分、特に好ましくは、１０秒～５分である。
【００８５】
　粘着剤層の形成方法としては、各種方法が用いられる。具体的には、例えば、ロールコ
ート、キスロールコート、グラビアコート、リバースコート、ロールブラッシュ、スプレ
ーコート、ディップロールコート、バーコート、ナイフコート、エアーナイフコート、カ
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ーテンコート、リップコート、ダイコーターなどによる押出しコート法などの方法があげ
られる。
【００８６】
　粘着剤層の厚さは、特に制限されず、例えば、１～１００μｍ程度である。好ましくは
、２～５０μｍ、より好ましくは２～４０μｍであり、さらに好ましくは、５～３５μｍ
である。
【００８７】
　前記粘着剤層が露出する場合には、実用に供されるまで剥離処理したシート（セパレー
タ）で粘着剤層を保護してもよい。
【００８８】
　セパレータの構成材料としては、例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレ
ンテレフタレート、ポリエステルフィルムなどのプラスチックフィルム、紙、布、不織布
などの多孔質材料、ネット、発泡シート、金属箔、およびこれらのラミネート体などの適
宜な薄葉体などをあげることができるが、表面平滑性に優れる点からプラスチックフィル
ムが好適に用いられる。
【００８９】
　そのプラスチックフィルムとしては、前記粘着剤層を保護し得るフィルムであれば特に
限定されず、例えば、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリブテンフィ
ルム、ポリブタジエンフィルム、ポリメチルペンテンフイルム、ポリ塩化ビニルフィルム
、塩化ビニル共重合体フィルム、ポリエチレンテレフタレートフィルム、ポリブチレンテ
レフタレートフィルム、ポリウレタンフィルム、エチレン－酢酸ビニル共重合体フィルム
などがあげられる。
【００９０】
　前記セパレータの厚みは、通常５～２００μｍ、好ましくは５～１００μｍ程度である
。前記セパレータには、必要に応じて、シリコーン系、フッ素系、長鎖アルキル系もしく
は脂肪酸アミド系の離型剤、シリカ粉などによる離型および防汚処理や、塗布型、練り込
み型、蒸着型などの帯電防止処理もすることもできる。特に、前記セパレータの表面にシ
リコーン処理、長鎖アルキル処理、フッ素処理などの剥離処理を適宜おこなうことにより
、前記粘着剤層からの剥離性をより高めることができる。
【００９１】
　＜表面保護フィルム＞
　片保護偏光フィルム、粘着剤層付偏光フィルムには、表面保護フィルムを設けることが
できる。表面保護フィルムは、通常、基材フィルムおよび粘着剤層を有し、当該粘着剤層
を介して偏光子を保護する。
【００９２】
　表面保護フィルムの基材フィルムとしては、検査性や管理性などの観点から、等方性を
有する又は等方性に近いフィルム材料が選択される。そのフィルム材料としては、例えば
、ポリエチレンテレフタレートフィルム等のポリエステル系樹脂、セルロース系樹脂、ア
セテート系樹脂、ポリエーテルサルホン系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、ポリアミド系
樹脂、ポリイミド系樹脂、ポリオレフィン系樹脂、アクリル系樹脂のような透明なポリマ
ーがあげられる。これらのなかでもポリエステル系樹脂が好ましい。基材フィルムは、１
種または２種以上のフィルム材料のラミネート体として用いることもでき、また前記フィ
ルムの延伸物を用いることもできる。基材フィルムの厚さは、一般的には、５００μｍ以
下、好ましくは１０～２００μｍである。
【００９３】
　表面保護フィルムの粘着剤層を形成する粘着剤としては、（メタ）アクリル系ポリマー
、シリコーン系ポリマー、ポリエステル、ポリウレタン、ポリアミド、ポリエーテル、フ
ッ素系やゴム系などのポリマーをベースポリマーとする粘着剤を適宜に選択して用いるこ
とができる。透明性、耐候性、耐熱性などの観点から、アクリル系ポリマーをベースポリ
マーとするアクリル系粘着剤が好ましい。粘着剤層の厚さ（乾燥膜厚）は、必要とされる
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粘着力に応じて決定される。通常１～１００μｍ程度、好ましくは５～５０μｍである。
【００９４】
　なお、表面保護フィルムには、基材フィルムにおける粘着剤層を設けた面の反対面に、
シリコーン処理、長鎖アルキル処理、フッ素処理などの低接着性材料により、剥離処理層
を設けることができる。
【００９５】
　＜他の光学層＞
　本発明の片保護偏光フィルム、粘着剤層付偏光フィルムは、実用に際して他の光学層と
積層した光学フィルムとして用いることができる。その光学層については特に限定はない
が、例えば反射板や半透過板、位相差板（１／２や１／４などの波長板を含む）、視角補
償フィルムなどの液晶表示装置などの形成に用いられることのある光学層を１層または２
層以上用いることができる。特に、本発明の片保護偏光フィルムに更に反射板または半透
過反射板が積層されてなる反射型偏光フィルムまたは半透過型偏光フィルム、偏光フィル
ムに更に位相差板が積層されてなる楕円偏光フィルムまたは円偏光フィルム、偏光フィル
ムに更に視角補償フィルムが積層されてなる広視野角偏光フィルム、あるいは偏光フィル
ムに更に輝度向上フィルムが積層されてなる偏光フィルムが好ましい。
【００９６】
　片保護偏光フィルム、粘着剤層付偏光フィルムに上記光学層を積層した光学フィルムは
、液晶表示装置などの製造過程で順次別個に積層する方式にても形成することができるが
、予め積層して光学フィルムとしたものは、品質の安定性や組立作業などに優れていて液
晶表示装置などの製造工程を向上させうる利点がある。積層には粘着剤層などの適宜な接
着手段を用いうる。上記の粘着剤層付偏光フィルムやその他の光学フィルムの接着に際し
、それらの光学軸は目的とする位相差特性などに応じて適宜な配置角度とすることができ
る。
【００９７】
　本発明の片保護偏光フィルム、粘着剤層付偏光フィルムまたは光学フィルムは液晶表示
装置、有機ＥＬ表示装置などの各種画像表示装置の形成などに好ましく用いることができ
る。液晶表示装置の形成は、従来に準じて行いうる。すなわち液晶表示装置は一般に、液
晶セルと粘着剤層付偏光フィルムまたは光学フィルム、及び必要に応じての照明システム
などの構成部品を適宜に組立てて駆動回路を組込むことなどにより形成されるが、本発明
においては本発明による、片保護偏光フィルム、粘着剤層付偏光フィルムまたは光学フィ
ルムを用いる点を除いて特に限定はなく、従来に準じうる。液晶セルについても、例えば
ＩＰＳ型、ＶＡ型などの任意なタイプのものを用いうるが、特にＩＰＳ型に好適である。
【００９８】
　液晶セルの片側又は両側に片保護偏光フィルム、粘着剤層付偏光フィルムまたは光学フ
ィルムを配置した液晶表示装置や、照明システムにバックライトあるいは反射板を用いた
ものなどの適宜な液晶表示装置を形成することができる。その場合、本発明による粘着剤
層付偏光フィルムまたは光学フィルムは液晶セルの片側又は両側に設置することができる
。両側に片保護偏光フィルム、粘着剤層付偏光フィルムまたは光学フィルムを設ける場合
、それらは同じものであってもよいし、異なるものであってもよい。さらに、液晶表示装
置の形成に際しては、例えば拡散板、アンチグレア層、反射防止膜、保護板、プリズムア
レイ、レンズアレイシート、光拡散板、バックライトなどの適宜な部品を適宜な位置に１
層又は２層以上配置することができる。
【実施例】
【００９９】
　以下に、本発明を実施例を挙げて説明するが、本発明は以下に示した実施例に制限され
るものではない。なお、各例中の部および％はいずれも重量基準である。以下に特に規定
のない室温放置条件は全て２３℃６５％ＲＨである。
【０１００】
　＜偏光子Ａ１の作製＞
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　吸水率０．７５％、Ｔｇ７５℃の非晶質のイソフタル酸共重合ポリエチレンテレフタレ
ート（ＩＰＡ共重合ＰＥＴ）フィルム（厚み：１００μｍ）基材の片面に、コロナ処理を
施し、このコロナ処理面に、ポリビニルアルコール（重合度４２００、ケン化度９９．２
モル％）およびアセトアセチル変性ＰＶＡ（重合度１２００、アセトアセチル変性度４．
６％、ケン化度９９．０モル％以上、日本合成化学工業社製、商品名「ゴーセファイマー
Ｚ２００」）を９：１の比で含む水溶液を２５℃で塗布および乾燥して、厚み１１μｍの
ＰＶＡ系樹脂層を形成し、積層体を作製した。
　得られた積層体を、１２０℃のオーブン内で周速の異なるロール間で縦方向（長手方向
）に２．０倍に自由端一軸延伸した（空中補助延伸処理）。
　次いで、積層体を、液温３０℃の不溶化浴（水１００重量部に対して、ホウ酸を４重量
部配合して得られたホウ酸水溶液）に３０秒間浸漬させた（不溶化処理）。
　次いで、液温３０℃の染色浴に、偏光板が所定の透過率となるようにヨウ素濃度、浸漬
時間を調整しながら浸漬させた。本実施例では、水１００重量部に対して、ヨウ素を０．
２重量部配合し、ヨウ化カリウムを１．０重量部配合して得られたヨウ素水溶液に６０秒
間浸漬させた（染色処理）。
　次いで、液温３０℃の架橋浴（水１００重量部に対して、ヨウ化カリウムを３重量部配
合し、ホウ酸を３重量部配合して得られたホウ酸水溶液）に３０秒間浸漬させた（架橋処
理）。
　その後、積層体を、液温７０℃のホウ酸水溶液（水１００重量部に対して、ホウ酸を３
．７５重量部配合し、ヨウ化カリウムを５重量部配合して得られた水溶液）に浸漬させな
がら、周速の異なるロール間で縦方向（長手方向）に総延伸倍率が５．５倍となるように
一軸延伸を行った（水中延伸処理）。
　その後、積層体を液温３０℃の洗浄浴（水１００重量部に対して、ヨウ化カリウムを４
重量部配合して得られた水溶液）に浸漬させた（洗浄処理）。
　以上により、厚み５μｍの偏光子Ａ１を含む光学フィルム積層体Ａ１を得た。得られた
偏光子Ａ１の光学特性は、透過率４２．８％、偏光度９９．９９％であった。
【０１０１】
　＜偏光子Ａ２の作製＞
　上記の偏光子Ａ１の作製において、厚み１５μｍのＰＶＡ系樹脂層を形成したこと以外
は偏光子Ａ１の作製方法と同様にして、偏光子Ａ２を含む光学フィルム積層体Ａ２を得た
。得られた偏光子Ａ２の厚みは７μｍであった。得られた偏光子Ａ２の光学特性は、透過
率４２．８％、偏光度９９．９９％であった。
【０１０２】
　＜偏光子Ｂ（厚さ１２μｍの偏光子）の作製＞
　平均重合度２４００、ケン化度９９．９モル％の厚み３０μｍのポリビニルアルコール
フィルムを、３０℃の温水中に６０秒間浸漬し膨潤させた。次いで、ヨウ素／ヨウ化カリ
ウム（重量比＝０．５／８）の濃度０．３％の水溶液に浸漬し、３．５倍まで延伸させな
がらフィルムを染色した。その後、６５℃のホウ酸エステル水溶液中で、総延伸倍率が６
倍となるように延伸を行った。延伸後に、４０℃のオーブンにて３分間乾燥を行い、ＰＶ
Ａ系偏光子Ｂを得た。得られた偏光子Ｂの厚みは１２μｍであった。得られた偏光子Ｂの
光学特性は、透過率４２．８％、偏光度９９．９９％であった。
【０１０３】
　＜保護フィルム（１）の作製）
　特開２０１０－２８４８４０号公報の製造例１に記載のイミド化ＭＳ樹脂１００重量部
およびトリアジン系紫外線吸収剤（アデカ社製，商品名：Ｔ－７１２）０．６２重量部を
、２軸混練機にて２２０℃にて混合し、樹脂ペレットを作製した。得られた樹脂ペレット
を、１００．５ｋＰａ、１００℃で１２時間乾燥させ、単軸の押出機にてダイス温度２７
０℃でＴダイから押出してフィルム状に成形した（厚み１６０μｍ）。さらに当該フィル
ムを、その搬送方向に１５０℃の雰囲気下に延伸し（厚み８０μｍ）、次いでフィルム搬
送方向と直交する方向に１５０℃の雰囲気下に延伸して、厚み４０μｍの（メタ）アクリ
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ル系樹脂フィルムの保護フィルム（１）を得た。得られた保護フィルム（１）の波長３８
０ｎｍの光の透過率は８．５％、面内位相差Ｒｅは０．４ｎｍ、厚み方向位相差Ｒｔｈは
０．７８ｎｍであった。また得られた基材フィルムＡの透湿度は、６１ｇ／ｍ２・２４ｈ
ｒであった。なお、光透過率は、日立ハイテク（株）社製の分光光度計（装置名称；Ｕ－
４１００）を用いて波長範囲２００ｎｍ～８００ｎｍで透過率スペクトルを測定し、波長
３８０ｎｍにおける透過率を読み取った。また、位相差値は、王子計測機器（株）製商品
名「ＫＯＢＲＡ２１－ＡＤＨ」を用いて、波長５９０ｎｍ、２３℃で測定した。透湿度は
、ＪＩＳＫ ０２０８に準じた方法により、温度４０℃、相対湿度９２％の条件で測定し
た。 
【０１０４】
　＜保護フィルム（２）の作製＞
　厚み４０μｍのラクトン環構造を有する（メタ）アクリル樹脂フィルムの易接着処理面
にコロナ処理を施して用いた。
【０１０５】
　＜保護フィルム（３）の作製＞
　塗工液に含まれる樹脂として、紫外線硬化型ウレタンアクリレート樹脂（日本合成化学
工業（株）製，商品名「ＵＶ１７００Ｂ」，固形分１００％）７０重量部、および、ペン
タエリストールトリアクリレートを主成分とする多官能アクリレート（大阪有機化学工業
（株）製，商品名「ビスコート＃３００」、固形分１００％）３０重量部を準備した。前
記樹脂の樹脂固形分１００重量部あたり、前記粒子としてアクリルとスチレンの共重合粒
子（積水化成品工業（株）製、商品名「テクポリマー」、重量平均粒径：３．０μｍ、屈
折率：１．５２）を２重量部、前記チキソトロピー付与剤として有機粘土である合成スメ
クタイト（コープケミカル（株）製，商品名「ルーセンタイトＳＡＮ」）を０．４重量部
、光重合開始剤（ＢＡＳＦ社製、商品名「IRGACURE９０７」）を３重量部、レベリング剤
（ＤＩＣ（株）製，商品名「GRANDIC ＰＣ４１００」、固形分１０％）を０．５重量部混
合した。なお、前記有機粘土は、トルエンで固形分が６％になるよう希釈して用いた。こ
の混合物を、固形分濃度が５０重量％となるように、トルエン／シクロペンタノン（ＣＰ
Ｎ）混合溶媒（重量比８０／２０）で希釈して、超音波分散機を用いて、塗工液を調製し
た。透光性基材として、上記で得られた保護フィルム（１）上に、硬化後のハードコート
の厚みが７．０μｍになるように塗膜を形成した。次いで、９０℃で２分間乾燥し、その
後、高圧水銀ランプにて積算光量３００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を照射し、上記塗膜を硬化
処理して、アンチグレア処理層を有する保護フィルム（３）を得た。
【０１０６】
　＜保護フィルム（４）の作製＞
　ＵＶ硬化型フッ素系樹脂（ＪＳＲ（株）製，商品名「ＪＵＡ－２０４」、固形分濃度：
１０．０重量％、希釈溶剤：メチルイソブチルケトン（ＭＩＢＫ））を使用し、固形分濃
度が１．７０％になるようにＭＩＢＫで希釈し、反射防止層形成用塗工液を調製した。次
いで、上記で得られたアンチグレア処理層を有する保護フィルム（３）のアンチグレア処
理層側の面にワイヤーバーを用いて前記反射防止層形成用塗工液を塗布し、硬化後の低反
射処理層（反射防止層）の厚みが０．１μｍになるように塗膜を形成した。次いで、６０
℃で１分間乾燥し、その後、高圧水銀ランプにて積算光量３００ｍＪ／ｃｍ２の紫外線を
照射し、上記塗膜を硬化処理して、低反射処理層を有する保護フィルム（４）を得た。
【０１０７】
　＜保護フィルム（５）の作製＞
　ウレタンアクリレートを主成分とする紫外線硬化型樹脂モノマー又はオリゴマーが酢酸
ブチルに溶解された樹脂溶液（ＤＩＣ（株）製，商品名「ユニディック１７－８０６」。
固形分濃度８０％）に、その溶液中の固形分１００部当たり、光重合開始剤（チバ・ジャ
パン（株）製、製品名「ＩＲＧＡＣＵＲＥ９０７」）を５部、レベリング剤（ＤＩＣ（株
）製、製品名「ＧＲＡＮＤＩＣ　ＰＣ４１００」）を０．０１部添加した。上記溶液中の
固形分濃度が３６％となるように、上記配合液にシクロペンタノン（以下、「ＣＰＮ」と
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記す）とプロピレングリコールモノメチルエーテル（以下、「ＰＧＭ」と記す）を４５：
５５の比率で加えた。このようにしてハードコート層を形成するためのハードコート層形
成材料を作製した。上記ハードコート層形成材料を、上記で得られた保護フィルム（１）
上に、硬化後のハードコートの厚みが７．５μｍになるように塗膜を形成した。次いで、
９０℃で１分間乾燥し、その後、高圧水銀ランプにて積算光量３００ｍＪ／ｃｍ２の紫外
線を照射し、上記塗膜を硬化処理して、ハードコート層を有する保護フィルム（５）を得
た。
【０１０８】
　＜保護フィルムに適用する接着剤の作製＞
　Ｎ－ヒドロキシエチルアクリルアミド（ＨＥＡＡ）４０重量部とアクリロイルモルホリ
ン（ＡＣＭＯ）６０重量部と光開始剤「ＩＲＧＡＣＵＲＥ　８１９」（ＢＡＳＦ社製）３
重量部を混合し、紫外線硬化型接着剤を調製した。
【０１０９】
　＜透明層の形成材：ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）系形成材＞
　重合度２５００、ケン化度９９．０モル％のポリビニルアルコール樹脂を純水に溶解し
、固形分濃度４重量％の水溶液を調製した。
【０１１０】
　＜粘着剤層の形成＞
　冷却管、窒素導入管、温度計及び撹拌装置を備えた反応容器に、アクリル酸ブチル１０
０部、アクリル酸３部、アクリル酸２－ヒドロキシエチル０．１部および２，２´－アゾ
ビスイソブチロニトリル０．３部を酢酸エチルと共に加えて溶液を調製した。次いで、こ
の溶液に窒素ガスを吹き込みながら撹拌して、５５℃で８時間反応させて、重量平均分子
量２２０万のアクリル系ポリマーを含有する溶液を得た。さらに、このアクリル系ポリマ
ーを含有する溶液に、酢酸エチルを加えて固形分濃度を３０％に調整したアクリル系ポリ
マー溶液を得た。
【０１１１】
　前記アクリル系ポリマー溶液の固形分１００部に対して、架橋剤として、０．５部のイ
ソシアネート基を有する化合物を主成分とする架橋剤（日本ポリウレタン（株）製，商品
名「コロネートＬ」）と、シランカップリング剤として、０．０７５部のγ－グリシドキ
シプロピルトリメトキシシラン（信越化学工業（株）製，商品名「ＫＭＢ－４０３」）と
をこの順に配合して、粘着剤溶液を調製した。上記粘着剤溶液を、剥離処理したポリエチ
レンテレフタレートフィルム（厚さ３８μｍ）からなる離型シート（セパレータ）の表面
に、乾燥後の厚みが２５μｍになるように塗布し、乾燥して、粘着剤層を形成した。
【０１１２】
　実施例１
　（片保護偏光フィルムＡ１の作製）
　上記光学フィルム積層体の偏光子Ａ１の表面に、上記紫外線硬化型接着剤を硬化後の接
着剤層の厚みが０．５μｍとなるように塗布しながら、上記保護フィルムを貼合せたのち
、活性エネルギー線として、紫外線を照射し、接着剤を硬化させた。紫外線照射は、ガリ
ウム封入メタルハライドランプ、照射装置：Ｆｕｓｉｏｎ　ＵＶ　Ｓｙｓｔｅｍｓ，Ｉｎ
ｃ社製のＬｉｇｈｔ　ＨＡＭＭＥＲ１０、バルブ：Ｖバルブ、ピーク照度：１６００ｍＷ
／ｃｍ２、積算照射量１０００／ｍＪ／ｃｍ２（波長３８０～４４０ｎｍ）を使用し、紫
外線の照度は、Ｓｏｌａｔｅｌｌ社製のＳｏｌａ－Ｃｈｅｃｋシステムを使用して測定し
た。次いで、非晶性ＰＥＴ基材を剥離し、薄型偏光子を用いた片保護偏光フィルムＡ１作
製した。
【０１１３】
　（透明層付の片保護偏光フィルムの作製）
　上記片保護偏光フィルムＡ１の偏光子の面（保護フィルムが設けられていない偏光子面
）に、上記ＰＶＡ系形成材をワイヤーバーコーターを用いて、厚み１μｍになるように塗
工した後、８０℃で３０秒間熱風乾燥して、透明層を形成して、透明層付の片保護偏光フ
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ィルムの作製を作製した。
【０１１４】
　＜粘着剤層付偏光フィルムの作製＞
　次いで、片保護偏光フィルムに形成した透明層に、上記離型シート（セパレータ）の剥
離処理面に形成した粘着剤層を貼り合わせて、粘着剤層付偏光フィルムを作製した。
【０１１５】
　実施例２～７、比較例１～３
　実施例１において、偏光子の種類（厚み）、透明層の形成材、厚みを表１に示すように
変えたこと以外は、実施例１と同様にして、片保護偏光フィルム、透明層付の片保護偏光
フィルムおよび粘着剤層付偏光フィルムを作製した。なお、比較例１、３では、透明層は
形成していない。
【０１１６】
　上記実施例および比較例で得られた粘着剤層付偏光フィルムについて下記評価を行った
。結果を表１に示す。下記評価は特記のない限り全て２３℃６５％ＲＨの条件である。
【０１１７】
　＜偏光子の単体透過率Ｔおよび偏光度Ｐ＞
　得られた片保護偏光フィルムの単体透過率Ｔおよび偏光度Ｐを、積分球付き分光透過率
測定器（村上色彩技術研究所のＤｏｔ－３ｃ）を用いて測定した。
　なお、偏光度Ｐは、２枚の同じ偏光フィルムを両者の透過軸が平行となるように重ね合
わせた場合の透過率（平行透過率：Ｔｐ）および、両者の透過軸が直交するように重ね合
わせた場合の透過率（直交透過率：Ｔｃ）を以下の式に適用することにより求められるも
のである。偏光度Ｐ（％）＝｛（Ｔｐ－Ｔｃ）／（Ｔｐ＋Ｔｃ）｝１／２×１００
　各透過率は、グランテラープリズム偏光子を通して得られた完全偏光を１００％として
、ＪＩＳ　Ｚ８７０１の２度視野（Ｃ光源）により視感度補整したＹ値で示したものであ
る。
【０１１８】
　＜偏光子中のホウ酸含有量の測定＞
　実施例および比較例で得られた偏光子について、フーリエ変換赤外分光光度計（ＦＴＩ
Ｒ）（Ｐｅｒｋｉｎ　Ｅｌｍｅｒ社製、商品名「ＳＰＥＣＴＲＵＭ２０００」）を用いて
、偏光を測定光とする全反射減衰分光（ＡＴＲ）測定によりホウ酸ピーク（６６５ｃｍ－

１）の強度および参照ピーク（２９４１ｃｍ－１）の強度を測定した。得られたホウ酸ピ
ーク強度および参照ピーク強度からホウ酸量指数を下記式により算出し、さらに、算出し
たホウ酸量指数から下記式によりホウ酸含有量（重量％）を決定した。
　（ホウ酸量指数）＝（ホウ酸ピーク６６５ｃｍ－１の強度）／（参照ピーク２９４１ｃ
ｍ－１の強度）
　（ホウ酸含有量（重量％））＝（ホウ酸量指数）×５．５４＋４．１
【０１１９】
　（動摩擦係数の測定）
　上記で得られた粘着剤層付偏光フィルムの保護フィルム側の動摩擦係数を下記の測定装
置を用いて、下記の条件で測定した。
　測定装置：ＨＥＩＤＯＮ－ＴＹＰＥ１４Ｄ
　測定条件
　移動速度：３００ｍｍ／ｍｉｎ
　移動距離：１００ｍｍ
　荷重　　：５００ｇ
　感度切換：ＯＵＴＰＵＴ ２５％
　先端材質：ギターピック（ＨＩＳＴＯＲＹ社製，型番「ＨＰ２Ｈ（ＨＡＲＤ）」）
　ガラス板に、粘着剤層付偏光フィルム（５０ｍｍ×１５０ｍｍ、吸収軸方向が５０ｍｍ
）を貼り合わせて、保護フィルム側を上側にした。次いで、保護フィルム上をギターピッ
クにて１００ｍｍ平行移動する際にかかる力Ｆ（ｋｇｆ）を測定し、下記式から動摩擦係
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数を算出した。なお、算出に使用した数値は測定結果の安定した３０ｍｍ分の数値を採用
した。
　動摩擦係数μ＝動摩擦力Ｆ（ｋｇｆ）／荷重０．５（ｋｇｆ）
【０１２０】
　＜８０℃における圧縮弾性率の測定＞
　圧縮弾性率の測定にはＴＩ９００　ＴｒｉｂｏＩｎｄｅｎｔｅｒ（Ｈｙｓｉｔｒｏｎ社
製）を使用した。得られた透明層付き片保護偏光フィルム１１を１０ｍｍ×１０ｍｍのサ
イズに裁断しＴｒｉｂｏＩｎｄｅｎｔｅｒ備付の支持体に固定し、ナノインデンテーショ
ン法により圧縮弾性率の測定を行った。その際、使用圧子が透明層の中心部付近を押し込
むように位置を調整した。測定条件を以下に示す。
　使用圧子：Ｂｅｒｋｏｖｉｃｈ（三角錐型）
　測定方法：単一押し込み測定
　測定温度：８０℃
　押し込み深さ設定：１００ｎｍ
【０１２１】
　（ナノスリットの発生抑制：ギターピック試験（１）：表面保護フィルムなし＞
　得られた粘着剤層付偏光フィルムを、５０ｍｍ×１５０ｍｍのサイズ（吸収軸方向が５
０ｍｍ）に裁断したものをサンプル１２とした。
【０１２２】
　図５（Ａ）の概念図、図５（Ｂ）の断面図に示すように、基板２０（縦６５ｍｍ×横１
６５ｍｍ×高さ２ｍｍ）上に、基板の長手方向と、前記裁断されたサンプル１２における
偏光子１の吸収軸に直交する方向（透過軸）が平行になるように配置した。サンプル１２
は、セパレータを剥がして粘着剤層４を基板２０に貼り合わせて、保護フィルム２を上側
に配置した。
　次いで、サンプル１２（保護フィルム２側）の中央部に対して、ギターピック（ＨＩＳ
ＴＯＲＹ社製、型番「ＨＰ２Ｈ（ＨＡＲＤ）」）により荷重２００ｇを掛けて、サンプル
１２における偏光子１の吸収軸に直交する方向に１００ｍｍの距離に５０往復の荷重負荷
を繰り返した。前記荷重負荷は、１箇所で行った。
　次いで、サンプル１２を８０℃の環境下に１時間放置した後に、下記の基準により、サ
ンプル１２の光抜けのクラックの有無を確認した。
　Ａ：発生なし～１０個以下。
　Ｂ：１１～５０個。
　Ｃ：５１個～１００個。
　Ｄ：１０１個～５００個
　Ｅ：５０１～１０００個。
　Ｆ：１００１個以上。
【０１２３】
　（ナノスリットの発生抑制：ギターピック試験（２）：表面保護フィルムあり＞
　得られた粘着剤層付偏光フィルムを、５０ｍｍ×１５０ｍｍのサイズ（吸収軸方向が５
０ｍｍ）に裁断したものをサンプル１２とした。サンプル１２は、保護フィルム２の側に
、下記方法で作製した試験用の表面保護フィルム６を貼り合わせて用いた。サンプル１２
は、セパレータを剥がして粘着剤層４を基板２０に貼り合わせて、表面保護フィルム６を
上側に配置した。
【０１２４】
（試験用の表面保護フィルム）
　１９０℃におけるメルトフローレートが２．０ｇ／１０ｍｉｎである密度０．９２４ｇ
／ｃｍ３の低密度ポリエチレンから成る基材成形材料を共押出用インフレーション成形機
に供給した。
　同時に２３０℃におけるメルトフローレートが１０．０ｇ／１０ｍｉｎである密度０．
８６ｇ／ｃｍ３のプロピレン－ブテン共重合体（質量比でプロピレン：ブテン＝８５：１
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５、アタクチック構造）から成る粘着成形材料とをダイス温度が２２０℃であるインフレ
ーション成形機に供給して共押出成形を行った。
　これにより、厚み３３μｍの基材層と厚み５μｍの粘着剤層とから成る表面保護フィル
ムを製造した。
【０１２５】
　図５（Ａ）の概念図、図５（Ｃ）の断面図に示すように、基板２０（縦６５ｍｍ×横１
６５ｍｍ×高さ２ｍｍ）上に、基板の長手方向と、前記裁断されたサンプル１２における
偏光子１の吸収軸に直交する方向（透過軸）が平行になるように配置した。サンプル１２
は、表面保護フィルム６を上側に配置した。
　次いで、サンプル１２（表面保護フィルム６側）の中央部に対して、ギターピック（Ｈ
ＩＳＴＯＲＹ社製、型番「ＨＰ２Ｈ（ＨＡＲＤ）」）により荷重２００ｇを掛けて、サン
プル１２における偏光子１の吸収軸に直交する方向に１００ｍｍの距離に５０往復の荷重
負荷を繰り返した。前記荷重負荷は、１箇所で行った。
　次いで、サンプル１２を８０℃の環境下に１時間放置した後に、下記の基準により、サ
ンプル１２の光抜けのクラックの有無を確認した。
　Ａ：１００個以下発生なし。
　Ｂ：１０１～５００個。
　Ｃ：５０１個から１０００個。
　Ｄ：１００１個以上。
【０１２６】
　＜ナノスリットの拡張抑制：ロックンロール試験＞
　この試験に際しては、実施例および比較例において、下記方法により、透明層を形成す
る前の片保護偏光フィルム１０の偏光子１にスクラッチを入れた。その後に、透明層付の
片保護偏光フィルム１１を作製した。
　そして、当該透明層付の片保護偏光フィルム１１を８０℃の環境下に１時間放置した後
に、下記の基準により、サンプル１１の光抜けのクラックの有無を確認した。
　Ａ：発生なし。
　Ｂ：発生。
　Ｃ：評価できない（透明樹脂層を形成する前の片保護偏光フィルムの偏光子にナノスリ
ットが発生しなかった）。
【０１２７】
　≪スクラッチの入れ方≫
　得られた片保護偏光フィルム１０を、５０ｍｍ×１５０ｍｍのサイズ（吸収軸方向が５
０ｍｍ）に裁断した。サンプル１０は、保護フィルム２の側に、試験用の表面保護フィル
ム６（上記同様の試験用の表面保護フィルム）を貼り合わせて用いた。
【０１２８】
　図５（Ｄ）の概念図、図５（Ｅ）の断面図に示すように、基板２０（縦６５ｍｍ×横１
６５ｍｍ×高さ２ｍｍ）上に、縦２５ｍｍ×横１５０ｍｍ×高さ５ｍｍの２つのガラス支
持台２１を、それらの内側の間隔が１１５ｍｍになるように平行に設置
した。当該２つのガラス支持台の長手方向と、前記裁断されたサンプル１０における偏光
子１の吸収軸に直交する方向が平行になるように、かつ、２つのガラス支持台にサンプル
１１の両側が均等に架かるようにサンプル１０を配置した。サンプル１０は、表面保護フ
ィルム６を上側に配置した。
　次いで、サンプル１０（表面保護フィルム６側）の中央部に対して、ギターピック（Ｈ
ＩＳＴＯＲＹ社製、型番「ＨＰ２Ｈ（ＨＡＲＤ）」）により荷重１００ｇを掛けて、サン
プル１０における偏光子１の吸収軸に直交する方向に１００ｍｍの距離に１０往復の荷重
負荷を繰り返して、偏光子１の表面にスクラッチを付けた。前記荷重負荷は、１箇所で行
った。なお、ナノスリットが発生しているか否かは目視で確認した。
【０１２９】
　図６は、粘着剤層付偏光フィルム１２のギターピック試験における光抜けのクラック（
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ナノスリットａ）、片保護偏光フィルム１０または透明層付の片保護偏光フィルム１１の
ロックンロール試験における光抜けのクラック（ナノスリットａ）の確認の下記指標とな
るものであり、偏光フィルム表面の顕微鏡の写真の一例である。図６（Ａ）では、ナノス
リットａによる光抜けのクラックは確認されていない。一方、図６（Ｂ）は、加熱によっ
てナノスリットａによる光抜けのクラックが偏光子の吸収軸方向に３個発生している場合
である。図６は、ナノスリットが発生しているサンプルを微分干渉顕微鏡にて観察を行っ
た。サンプルを撮影する際に、ナノスリットが発生しているサンプルの下側（透過光源側
）にナノスリットが発生していないサンプルをクロスニコルになるようにセットして透過
光にて観察を行った。
【０１３０】
　＜貫通クラックの確認：ヒートショック試験＞
　得られた粘着剤層付偏光フィルムを、５０ｍｍ×１５０ｍｍ（吸収軸方向が５０ｍｍ）
と１５０ｍｍ×５０ｍｍ（吸収軸方向が１５０ｍｍ）に裁断し、０．５ｍｍ厚の無アルカ
リガラスの両面にクロスニコルの方向に貼り合せてサンプルを作成した。当該サンプルを
、－４０～８５℃のヒートショックを各３０分間×１００回の環境下に投入した後に、取
り出して粘着剤層付偏光フィルムに貫通クラック（本数）が発生しているか否かを目視に
て確認した。この試験を５回行った。評価は下記に従って行った。
　〇：貫通クラックなし。
　×：貫通クラックあり。
【０１３１】
　図７は、粘着剤層付偏光フィルム１２の貫通クラックｂの確認の指標となるものであり
、偏光フィルム表面の顕微鏡の写真の一例である。図７は、貫通クラックが発生している
サンプルを微分干渉顕微鏡にて観察を行った。
【０１３２】
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【表１】

【符号の説明】
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【０１３３】
　　１　　　偏光子
　　２、２´　　　保護フィルム
　　ｘ　　　表面処理層
　　３　　　透明層
　　４　　　粘着剤層
　　５、５ａ、５ｂ　　　セパレータ
　　６、６ａ、６ｂ　　　表面保護フィルム
　　１０　　　片保護偏光フィルム
　　１１　　　片保護偏光フィルム（透明層付）
　　１２　　　粘着剤層付偏光フィルム
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